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小牧岩倉衛生組合規則第１１号  

 

  



 

小牧岩倉衛生組合職員の給与の支給等に関する規則の一部を

改正する規則  

 

第１条  小牧岩倉衛生組合職員の給与の支給等に関する規則（昭和５２年

小牧岩倉衛生組合規則第２号）の一部を次のように改正する。  

第１８条第２項中「第７条第６項ただし書」を「第７条第７項ただし

書」に、「同条第７項」を「同条第８項」に改める。  

第２０条の表中「７ ,１００円」を「７ ,３００円」に、「１０ ,０００

円」を「１０ ,４００円」に、「１２ ,９００円」を「１３ ,５００円」に、

「１５,８００円」を「１６,６００円」に、「１８,７００円」を「１９,７００

円」に、「２１ ,６００円」を「２２ ,８００円」に、「２４ ,４００円」

を「２５ ,９００円」に、「２６ ,２００円」を「２９ ,１００円」に、

「２８,０００円」を「３２,３００円」に、「２９,８００円」を「３５,５００

円」に、「３１ ,６００円」を「３８ ,７００円」に改める。  

第２３条第３項中「第２４条」を「次条」に改める。  

第３１条第２項第１号中「４ ,４００円」を「４ ,７００円」に改め、

同項第２号中「２２ ,０００円」を「２３ ,５００円」に改め、同条第３

項中「６ ,６００円」を「７ ,０５０円」に改める。  

第３６条第７項第１号中「１００分の２１０」を「１００分の２１５」

に、「１００分の２５０」を「１００分の２５５」に改め、同項第２号

中「１００分の１００」を「１００分の１０５」に、「１００分の１２０」

を「１００分の１２５」に改める。  

第２条  小牧岩倉衛生組合職員の給与の支給等に関する規則の一部を次の

ように改正する。  

第２０条の表中  

 「  

片道６０キロメートル以上  

 

３８ ,７００円  

                               」  

 を  

 「  

片道６０キロメートル以上６５キロメートル  ３８ ,７００円  



 

 

                                」  

に改める。  

第３６条第７項第１号中「１００分の２１５」を「１００分の２１２.５」

に、「１００分の２５５」を「１００分の２５２ .５」に改め、同項第２

号中「１００分の１０５」を「１００分の１０２ .５」に、「１００分の

１２５」を「１００分の１２２ .５」に改める。  

附  則  

１  この規則は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和

８年４月１日から施行する。  

２  第１条の規定による改定後の小牧岩倉衛生組合職員の給与の支給等に

関する規則第２０条並びに第３１条第２項及び第３項の規定は令和７年

４月１日から、第３６条第７項の規定は令和７年１２月１日から適用す

る。  

未満   

片道６５キロメートル以上７０キロメートル

未満  

４２ ,２００円  

片道７０キロメートル以上７５キロメートル

未満  

４５ ,７００円  

片道７５キロメートル以上８０キロメートル

未満  

４９ ,２００円  

  
  片道８０キロメートル以上８５キロメートル

未満  

５２ ,７００円  

片道８５キロメートル以上９０キロメートル

未満  

５６ ,２００円  

片道９０キロメートル以上９５キロメートル

未満  

５９ ,６００円  

片道９５キロメートル以上１００キロメート

ル未満  

６３ ,０００円  

片道１００キロメートル以上  

 

６６ ,４００円  


